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   府中市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 府中市立保育所条例（昭和３９年４月府中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 省 略 第２条 省 略 

(1)～(7) 省 略  (1)～(7) 省 略 

(8) 府中市立本町保育所 府中市本町３丁目１８番地の５ (8) 府中市立本町保育所 府中市本町３丁目１９番地の３ 

(9)～(10) 省 略 (9)～(10) 省 略 

   付 則 

 この条例は、令和８年１２月１日から施行する。 


